
－1－

＊

『
武
道
一
覧
』
（
貞
享
四
年
五
月
刊
）
は
諸
国
の
敵
討
話
十
五
話
を
収
め
る
。
こ
の
う

ち
の
四
話
に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
稿
に
お
い
て
（
注
１
）
、
作
者
が
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
載
る
敵

討
事
件
を
典
拠
と
し
た
こ
と
、
作
者
が
こ
の
四
話
を
書
く
に
あ
た
っ
て
典
拠
を
ど
の
よ
う

に
扱
っ
た
か
ｌ
ど
こ
が
典
拠
を
も
つ
叙
述
Ｉ
実
の
叙
述
か
、
ど
こ
が
作
者
の
作
っ
た
叙
述

Ｉ
虚
の
叙
述
か
を
、
典
拠
と
対
照
さ
せ
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
て
明
ら
か

に
で
き
た
叙
述
の
虚
実
に
基
づ
い
て
、
話
全
体
の
中
で
実
の
叙
述
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し

て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
、
典
拠
を
持
つ
出
来
事
の
叙
述
は
作
者
の
作
っ
た
出
来
事
を
読

者
に
事
実
と
し
て
意
識
さ
せ
る
よ
う
に
働
き
か
け
て
く
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
う
し
た
実

の
叙
述
の
機
能
は
、
実
は
、
読
者
が
『
武
道
一
覧
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
他
の
敵
討
話
を

読
み
進
む
時
に
、
読
者
の
こ
の
敵
討
に
対
す
る
意
識
を
方
向
付
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か

の
見
取
り
図
を
提
示
し
て
お
い
た
。

そ
こ
で
今
、
こ
の
四
話
を
除
く
十
一
話
に
つ
い
て
、
そ
の
叙
述
の
虚
実
を
明
ら
か
に
し

つ
つ
、
作
者
が
実
の
叙
述
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
意
図
し
て
い
た
の
か
を
考
察
し
よ
う
と

思
う
。
本
稿
で
は
先
ず
は
そ
の
叙
述
の
虚
実
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
一
）

『
甲
陽
軍
鑑
』
を
典
拠
と
し
た
四
話
を
除
い
た
十
一
話
に
作
者
が
使
っ
た
主
な
典
拠
は

『
信
長
記
』
・
『
太
閤
記
』
・
『
将
軍
家
譜
』
の
史
書
、
そ
し
て
、
『
選
集
抄
』
・
『
三

人
法
師
』
・
『
宝
物
集
』
・
謡
曲
『
望
月
』
、
さ
ら
に
は
『
開
元
天
宝
遺
事
』
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
典
拠
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
巻
の
話
に
使
わ
れ
て

い
る
の
か
を
先
ず
次
に
掲
げ
る
と
、

『
武
道
一
覧
』
の
虚
と
実
Ⅱ

ｌ
『
甲
陽
軍
鑑
』
を
典
拠
と
す
る
四
話
を
除
い
て
Ｉ

「
民
を
つ
か
ふ
は
。
四
支
の
ご
と
し
と
い
へ
る
も
善
悪
同
ず
る
時
は
功
臣
倦
の
道
理
」
が

「
三
略
云
、
使
民
如
四
支
」
と
「
三
略
云
、
善
悪
同
則
、
功
臣
倦
」
を
品
第
二
「
信
玄
公

舎
弟
典
廃
昏
江
一
覧
難
事
」
か
ら
引
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、ゆう

『
開
元
天
宝
遺
事
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
話
の
冒
頭
で
、
今
川
義
元
の
「
遊

ゑ
ん
せ
つ
て
う
ぼ
い
ん
ら
く

宴
節
を
わ
か
ず
」
「
朝
暮
婬
楽
に
耽
」
る
有
様
を
『
開
元
天
宝
遺
事
』
の
「
肉
陣
」
と

「
風
流
陣
」
の
記
述
を
基
に
描
い
た
部
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
は
『
信
長
記
』
・

『
太
閤
記
』
・
『
将
軍
家
譜
』
が
主
要
な
典
拠
で
あ
る
こ
と
が
分
か
ろ
う
。

こ
こ
で
一
言
『
将
軍
家
譜
』
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
書
は
、
寛
永
十
八

無
為
を
城
と
す
る
古
語
を
し
た
ひ
て
」
が
「
云
、

右
の
う
ち
、
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
述
を
使
っ
て
い
る
の
は
巻
二
の
一
の
話
で
あ
る
が
、

ゆ
う
を
と
ろ
へ
’
仰
肱
酔
Ｍ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

そ
れ
は
「
郡
敷
鰡
難
に
職
で
。
今
は
勇
の
衰
行
有
さ
ま
。
を
の
づ
か
ら
油
断
を
敵
と
し
。

巻
一
の
一
「
武
藝
揃
」
↓
『
信
長
記
』
・

巻
一
の
二
「
二
人
法
師
」
↓
『
選
集
抄
』
、
『
三
人
法
師
』
・

巻
二
の
一
「
和
国
風
流
陣
」
↓
『
甲
陽
軍
鑑
』
、
『
開
元
天
宝
遺
事
』
・

巻
二
の
二
「
計
略
の
乗
物
」
↓
『
将
軍
家
譜
』
、
『
信
長
記
』
・

巻
五
の
一
「
汐
汲
し
は
侍
の
娘
」
↓
『
信
長
記
』
、
『
将
軍
家
譜
』
、
『
望
月
』
・

巻
六
の
二
「
新
軽
の
大
臣
」
↓
『
将
軍
家
譜
』
、
『
太
閤
記
』
、
『
宝
物
集
』
・

巻
七
の
一
「
茶
の
湯
の
騒
動
」
↓
『
将
軍
家
譜
』
、
『
太
閤
記
』
・

巻
七
の
二
「
袴
の
腰
ぬ
け
沙
汰
」
↓
『
将
軍
家
譜
』
・

巻
八
の
一
「
葛
篭
は
恋
の
片
荷
」
↓
『
太
閤
記
』
・

巻
八
の
二
「
艶
書
の
網
引
」
↓
『
将
軍
家
譜
』
、
『
太
閤
記
』
。

一
一
一

浦

邦
夫

ＪⅧ

（
平
成
元
年
十
月
三
十
一
日
受
理
）

無
為
為
城
、
油
断
為
敵
」
を

↓
》
●
『
Ｊ
Ｏ
Ｉ
〕
０
Ａ
し
●
旬
“
ク
△
、
し

、
ま
た
、
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年
、
『
寛
永
諸
家
系
図
傅
』
と
併
行
し
て
、
『
本
朝
神
代
帝
王
系
図
』
と
共
に
、
『
鎌
倉

将
軍
家
譜
』
・
『
京
都
将
軍
家
譜
』
・
『
織
田
信
長
譜
』
・
『
豊
臣
秀
吉
譜
』
の
撰
修
を

命
ぜ
ら
れ
た
林
羅
山
が
『
寛
永
諸
家
系
図
傅
』
編
修
の
多
忙
の
た
め
に
、
『
豊
臣
秀
吉
譜
』

三
巻
は
守
勝
が
、
そ
の
他
は
春
斎
が
代
作
し
、
『
鎌
倉
将
軍
家
譜
』
を
寛
永
十
八
年
八
月

十
八
日
に
、
『
京
都
将
軍
家
譜
』
を
同
年
十
月
六
日
に
、
『
織
田
信
長
譜
』
を
同
年
十
二

月
七
日
に
、
『
豊
臣
秀
吉
譜
』
を
寛
永
十
九
年
仲
春
下
旬
に
進
覧
し
た
も
の
で
（
注
２
）
、
明

暦
四
年
に
は
各
譜
が
独
立
し
て
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
と
並
行
し
て
四
譜
を

『
将
軍
家
譜
』
と
題
し
て
七
巻
七
冊
で
、
や
は
り
明
暦
四
年
初
秋
に
荒
川
四
郎
左
衛
門
か

ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

『
武
道
一
覧
』
の
作
者
が
典
拠
と
し
た
の
は
『
織
田
信
長
譜
』
と
『
豊
臣
秀
吉
譜
』
の

二
つ
の
譜
で
あ
る
（
以
後
、
『
信
長
譜
』
・
『
秀
吉
譜
』
と
略
記
す
る
）
・
そ
こ
で
、
作

者
が
こ
の
二
つ
の
譜
と
『
信
長
記
』
、
『
太
閤
記
』
を
典
拠
に
し
た
話
の
叙
述
の
ど
こ
に

こ
れ
ら
か
ら
の
記
述
を
使
っ
て
い
る
の
か
を
、
先
ず
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

昔
日
鳥
羽
院
。
皇
后
美
福
門
院
に
溺
れ
さ
せ
給
ふ
よ
り
王
法
か
た
ふ
き
し
。
其
時
の
武

将
平
の
清
盛
源
の
為
義
を
討
て
あ
つ
く
恩
賞
有
し
に
。
ま
た
平
治
年
中
に
信
頼
義
朝
世
を

乱
け
る
を
も
清
盛
う
け
給
は
っ
て
退
治
す
。
此
両
度
の
忠
功
に
よ
っ
て
経
あ
が
る
ほ
ど
に

太
政
大
臣
に
ま
で
成
す
ま
し
。
夫
よ
り
箸
出
し
に
気
に
入
た
る
も
の
に
は
。
非
例
の
官
を

す
、
め
て
我
ま
ゞ
を
ふ
る
ま
ひ
。
殿
下
を
か
す
め
法
皇
を
を
し
こ
め
奉
り
。
傍
若
無
人
の

有
さ
ま
を
。
ひ
そ
か
に
源
の
頼
朝
に
彼
暴
悪
を
討
く
し
と
宣
下
せ
ら
れ
し
時
。
源
の
義
仲

北
国
よ
り
責
上
り
平
家
を
追
出
し
。
既
に
帝
都
に
入
か
は
り
し
が
。
猶
悪
逆
平
氏
に
い
や

ま
し
な
る
故
。
又
頼
朝
軍
兵
を
つ
か
は
し
木
曽
を
討
。
平
家
を
亡
せ
し
薫
功
有
し
時
。
武

家
よ
り
は
し
め
て
諸
国
に
守
護
を
置
。
庄
薗
に
地
頭
を
立
け
る
と
い
へ
り
。

『
信
長
記
』
の
本
文

●

吾
朝
の
王
法
傾
き
し
事
は
、
鳥
羽
院
の
皇
后
美
福
門
院
に
溺
れ
玉
ふ
て
、
謂
れ
な
き
譲

位
あ
り
し
に
よ
っ
て
な
り
。
此
の
時
の
武
将
平
清
盛
源
義
朝
、
軍
功
に
よ
っ
て
勧
賞
に
あ

づ
か
る
。
相
継
い
で
平
治
年
中
に
、
信
頼
義
朝
世
を
乱
り
し
に
、
清
盛
又
承
っ
て
退
治
す
。

両
度
の
忠
功
に
よ
っ
て
歴
あ
が
る
程
に
、
太
政
大
臣
を
極
め
き
。
其
の
人
に
あ
ら
ず
ん
ぱ
、

微
官
と
い
ふ
と
も
汚
す
べ
か
ら
ず
。
況
ん
や
則
厭
の
官
を
や
。
既
に
政
綱
乱
れ
た
り
。
大

乱
之
よ
り
甚
だ
し
き
は
な
し
。
案
の
如
く
箸
り
超
過
し
、
殿
下
を
椋
略
し
、
法
皇
を
押
こ

巻
の
一
「
武
藝
揃
清
州
に
有
し
事
」

「
武
藝
揃
清
州

「
武
藝
揃
」
の
本
文

作
者
は
、
清
州
城
下
の
大
道
に
、
一
夜
、
美
麗
に
飾
り
立
て
た
花
見
車
が
忽
然
と
出
現

し
、
町
の
童
、
里
の
童
と
次
々
に
引
き
廻
さ
れ
て
、
花
の
頃
に
は
京
童
が
洛
中
を
引
き
巡

り
、
い
つ
の
間
に
か
難
波
の
堀
江
の
芦
中
に
引
き
込
ま
れ
潮
に
呑
み
込
ま
れ
て
没
っ
し
た

不
思
議
を
描
出
し
た
後
に
、
鳥
羽
院
の
代
の
王
法
の
衰
微
か
ら
信
長
に
よ
る
天
下
統
一
の

時
ま
で
の
政
変
を
叙
述
す
る
の
だ
が
、
こ
の
叙
述
は
『
信
長
記
』
巻
第
一
之
上
「
興
亡
」

の
章
か
ら
、
僅
か
に
数
箇
所
の
短
い
句
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
そ
の
語
句
そ
の
ま
ま
に
約
二
丁

に
亙
っ
て
の
引
用
で
あ
り
、
『
信
長
記
』
か
ら
の
引
用
と
し
て
は
こ
の
作
品
中
で
最
も
長

い
。
こ
こ
に
は
そ
の
証
左
と
し
て
引
用
さ
れ
た
部
分
と
引
用
し
た
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
冒

頭
と
終
り
の
部
分
を
対
照
し
て
掲
げ
た
。
次
が
そ
の
終
り
の
部
分
で
あ
る
。

「
武
藝
揃
」
の
本
文

人
王
百
七
代
の
御
門
正
親
町
院
の
御
宇
・
武
将
光
源
院
義
輝
公
の
時
に
い
た
っ
て
。
又

々
天
下
大
き
に
乱
て
五
畿
七
道
こ
と
人
、
く
課
ひ
。
勅
命
を
も
恐
れ
ず
武
命
を
も
用
ひ
ず
。

一
国
を
取
て
は
隣
国
を
一
つ
に
押
領
せ
ん
と
擬
し
。
近
里
遠
境
と
た
ゞ
か
ひ
挑
み
。
臣
と

し
て
は
君
を
は
か
り
。
君
と
し
て
臣
き
う
か
、
ひ
。
あ
る
ひ
は
兄
弟
わ
か
れ
て
家
を
識
ひ
国
を

切
取
。
父
子
の
間
も
む
つ
ま
し
か
ら
ず
。
運
に
乗
し
・
利
を
得
て
は
筋
な
き
野
人
も
大
名

と
な
り
、
運
お
と
ろ
へ
勢
つ
き
て
は
公
卿
大
臣
も
い
や
し
き
か
た
に
く
だ
り
。
盛
衰
日
に

か
は
り
栄
辱
且
て
さ
だ
ま
ら
ず
。
士
農
工
商
と
も
に
安
き
心
も
せ
ず
薄
き
氷
の
上
を
は
し

り
て
流
の
末
い
か
、
と
案
じ
わ
つ
ら
ひ
。
さ
て
も
此
兵
乱
い
つ
か
し
づ
ま
り
。
い
か
な
る

時
に
か
一
統
の
世
と
な
る
事
を
得
ん
。
か
く
も
打
つ
、
き
な
ぱ
日
本
に
人
だ
れ
は
絶
果
な

ん
と
お
も
ふ
所
に
。
諸
国
に
弓
箭
の
音
な
く
時
津
浪
打
を
さ
ま
り
泰
平
の
世
と
な
り
し
事

は
。
平
相
国
情
盛
よ
り
廿
一
代
の
孫
。
織
田
信
長
卿
と
い
へ
る
大
将
の
武
功
に
よ
っ
て
し

は
ら
く
穏
な
り
。

『
信
長
記
』
の
本
文

百
有
七
代
の
御
門
正
親
町
の
院
の
御
宇
、
武
将
光
源
院
義
輝
公
の
時
に
至
り
て
、
序
次

曽
て
則
な
し
。
綱
常
治
法
も
皆
浪
没
し
て
、
壊
乱
愛
に
極
り
五
畿
七
道
悉
く
争
ひ
、
四
夷

め
奉
り
大
臣
以
下
解
官
し
、
皆
己
が
執
し
申
す
人
々
に
は
不
次
非
例
の
官
を
与
へ
任
を
進

め
、
傍
若
無
人
な
り
し
か
ぱ
、
源
頼
朝
に
、
彼
の
暴
悪
を
討
つ
べ
し
と
宣
下
せ
ら
る
。
其

の
時
節
源
義
仲
北
国
よ
り
攻
上
り
、
平
家
を
追
出
し
、
巳
に
帝
都
に
入
か
は
り
し
が
、
猶

悪
逆
、
平
氏
に
弥
増
さ
り
し
か
ぱ
、
頼
朝
義
兵
を
挙
げ
、
木
曽
を
討
ち
平
家
を
亡
ぼ
し
大

功
あ
り
し
時
、
武
家
よ
り
始
め
て
諸
国
に
守
護
を
置
き
、
庄
園
に
地
頭
を
立
つ
。
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こ
れ
に
続
く
、
若
き
日
の
信
長
の
行
状
の
叙
述
も
、
『
信
長
記
』
巻
第
一
之
上
「
織
田

備
後
守
殿
病
死
の
事
」
と
「
義
元
合
戦
の
事
」
を
典
拠
に
し
て
、

八
荒
に
至
る
迄
、
国
と
し
て
乱
れ
ざ
る
は
な
く
、
所
と
し
て
争
は
ざ
る
は
な
し
。
勅
命
を

も
恐
れ
ず
武
命
を
も
用
ひ
ず
。
責
め
て
其
の
争
も
、
隣
国
を
井
せ
ん
事
を
欲
し
、
近
里
遠

境
と
戦
を
挑
ま
ん
に
は
、
よ
し
如
何
が
せ
ん
。
臣
と
し
て
は
君
を
計
、
君
は
臣
を
疑
っ
て

家
国
分
離
し
、
或
は
兄
弟
も
儀
敵
と
な
り
、
忽
に
父
子
の
間
も
睦
じ
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
尊

卑
と
な
く
、
不
測
の
害
に
陥
ら
ん
事
の
み
危
ぷ
め
り
。
運
に
乗
じ
利
を
得
て
は
、
庸
夫
も

数
国
を
井
せ
、
運
衰
へ
勢
尽
き
て
は
、
公
侯
も
士
夫
に
下
る
。
盛
衰
日
に
替
り
、
栄
辱
曽

て
定
ま
ら
ず
。
さ
れ
ば
其
の
間
の
残
害
、
幾
千
万
と
も
い
ふ
計
り
な
し
。
い
つ
此
の
兵
乱

し
づ
ま
る
事
を
得
、
い
か
な
る
時
に
か
、
一
統
の
世
と
な
り
な
ん
事
も
計
り
難
く
、
日
本

は
斯
く
兵
戦
の
み
事
と
し
て
こ
そ
、
人
種
も
絶
え
果
て
な
ん
と
思
ふ
処
に
、
程
な
く
八
荒

に
寿
域
を
開
き
、
諸
島
に
風
波
の
難
も
な
く
、
泰
平
の
世
と
成
り
し
事
は
、
前
の
右
大
臣

信
長
公
の
武
功
に
冊
っ
て
な
り
。

「
武
藝
揃
」
の
本
文

①
幼
少
よ
り
朝
夕
馬
を
責
。
武
功
の
た
よ
り
を
思
し
め
す
に
よ
り
。
夏
は
河
に
浸
り
て

水
練
を
な
ら
ひ
。
常
に
市
川
大
介
と
い
ふ
も
の
を
め
し
て
弓
を
稽
古
あ
り
。
橋
本
一
巴
を

師
匠
と
し
て
鉄
砲
を
な
ら
は
せ
ら
れ
。
古
平
田
三
位
不
断
め
さ
れ
て
兵
法
。
都
て
此
類
の

事
の
み
昼
夜
は
げ
み
給
ひ
て
更
に
他
事
な
か
り
し
。

②
さ
る
程
に
其
後
駿
州
今
川
義
元
が
四
万
五
千
の
軍
兵
を
ぱ
。
味
方
た
令
詞
三
千
騎
に
て

打
亡
し
。

③
あ
る
時
又
近
習
の
若
侍
共
を
集
給
。
竹
鎚
と
い
ふ
事
を
栫
へ
た
ゞ
き
合
せ
て
御
覧
ぜ

ら
れ
。
勝
負
の
得
失
を
考
給
ふ
に
、
と
か
く
鎚
の
短
は
負
お
ほ
か
る
べ
し
と
て
。
そ
れ
よ

り
み
づ
か
ら
差
図
あ
っ
て
三
間
柄
三
間
半
柄
に
こ
し
ら
へ
ら
れ
て
。
今
の
世
ま
で
も
用
ひ

き
た
れ
り
。『

信
長
記
』
の
本
文

①
惣
じ
て
幼
少
の
時
よ
り
、
朝
夕
馬
を
責
め
ら
れ
或
は
市
川
大
介
と
云
ふ
者
を
召
寄
せ

て
、
弓
を
習
は
せ
給
ひ
、
橋
本
一
巴
を
師
匠
と
し
て
鉄
砲
御
稽
古
、
平
田
三
位
不
断
召
さ

れ
て
、
兵
法
つ
か
は
せ
給
ふ
。
：
．
（
中
略
）
…
夏
の
間
は
河
に
浸
り
水
練
を
習
は
せ
玉
ふ
。

只
だ
明
け
て
も
暮
れ
て
も
武
功
の
為
を
思
召
し
て
、
他
慮
は
更
に
無
か
り
け
り
。

（
織
田
備
後
守
殿
病
死
の
事
）

右
の
よ
う
に
そ
れ
と
は
っ
き
り
分
か
る
引
用
で
あ
る
。
い
き
ほ

ま
た
、
桶
狭
間
合
戦
を
叙
述
し
鮠
埼
畑
欲
に
誇
っ
た
衙
其
勢
ひ
近
国
に
ふ
る
ひ
天
下
を
し
る

べ
き
と
の
所
存
骨
髄
に
あ
っ
て
。
平
手
清
秀
と
密
談
あ
り
。
我
釣
乳
沐
望
を
と
げ
。
日
本

た
な
ご
ニ
ろ

を
掌
に
せ
ば
、
此
上
車
を
の
づ
か
ら
諸
国
に
。
め
ぐ
る
べ
し
と
の
試
の
た
め
に
。
ひ
そ
か

に
作
ら
せ
て
。
夜
の
う
ち
に
町
に
は
な
し
置
き
た
る
と
。
後
に
は
露
顕
し
た
り
。
」
と
、

こ
の
話
の
冒
頭
に
描
出
し
た
花
見
車
の
不
思
議
の
謎
解
き
の
叙
述
を
置
い
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
中
で
傍
線
を
施
し
た
部
分
は
、
『
信
長
譜
』
に
お
い
て
、
永
禄
三
年
五
月
の
桶
狭
間

合
戦
に
つ
い
て
記
述
し
た
の
に
続
い
て
、
「
（
徳
川
家
康
が
…
筆
者
補
記
）
通
好
子
信
長
一

一
一

々
々
甚
悦
由
是
信
長
武
威
甚
強
」
と
記
し
た
後
に
、
「
信
長
謂
吾
少
好
馳
馬
試
剣
未
顧
言

し

し
レ
レ
ニ

行
平
手
清
秀
屡
々
諌
而
死
吾
歪
穏
心
一
既
得
尾
州
復
望
天
乖
是
清
秀
之
忠
也
」
と
あ
る
割

註
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
駝
城
は
『
信
長
記
』
・
『
信
長
公
記
』
に
は
見
出

し
え
な
い
。
清
秀
の
諌
死
は
信
長
の
「
実
目
に
御
座
な
き
様
躰
」
（
『
信
長
公
記
』
）
の

振
舞
い
ば
か
り
あ
っ
て
「
爪
務
国
攻
」
（
『
信
長
譜
』
）
る
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の

諌
死
に
よ
っ
て
信
長
は
、
「
過
を
改
め
善
に
移
り
、
軍
功
を
励
ま
し
、
世
の
無
道
を
平
げ
、

天
下
一
統
の
仁
政
を
施
さ
ん
。
」
（
『
信
長
記
』
）
と
決
意
し
た
の
が
史
書
の
記
述
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
清
秀
の
生
存
中
に
信
長
が
天
下
取
り
を
「
清
秀
と
密
談
」
し
、
そ
の
試
み

の
た
め
の
花
見
車
と
い
う
叙
述
は
『
信
長
譜
』
の
割
註
「
…
復
望
天
下
是
清
秀
之
忠
也
」

に
拠
っ
て
の
創
作
に
他
な
ら
な
い
。

（
一
一
）

巻
二
の
二
「
計
略
の
乗
物
難
波
に
有
し
事
」
で
の
『
信
長
記
』
、
『
信
長
譜
』
に
拠

っ
た
叙
述
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

②
義
元
は
四
万
五
千
の
著
到
と
聞
え
た
り
、
味
方
の
勢
は
僅
三
千
に
は
過
ぐ
べ
か
ら
ず
。

（
義
元
合
戦
の
事
）

③
近
習
の
若
き
人
々
を
集
め
て
は
、
竹
鎚
を
栫
へ
、
扣
き
合
せ
御
覧
ぜ
ら
れ
、
得
失
を

考
へ
て
、
と
か
く
鎚
の
短
き
は
悪
し
か
る
べ
し
と
て
、
其
よ
り
三
間
柄
三
間
半
柄
に
な
さ

れ
け
り
。

（
織
田
備
後
守
殿
病
死
の
事
）

「
計
略
の
乗
物
」
の
本
文

①
去
年
天
正
元
年
の
旧
臘
よ
り
。
諸
大
名
残
ら
ず
岐
阜
に
相
詰
し
か
ぱ
信
長
も
官
衣
の

色
を
改
め
小
松
の
広
間
に
千
代
を
か
ざ
り
。
初
礼
の
諸
袖
を
翻
し
て
満
座
伺
公
の
賀
を
唱
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四
月
三
日
に
京
に
帰
ら
せ
給
ひ
大
坂
天
王
寺
に
佐
久
間
信
盛
を
仰
付
ら
れ
し
よ
り
。

『
信
長
記
』
の
本
文

①
去
る
程
に
天
正
元
年
十
二
月
下
旬
の
比
よ
り
、
遠
近
と
な
く
大
名
小
名
、
一
人
も
残

か
い
つ
く
ろ

ら
ず
参
り
集
ま
り
、
在
岐
阜
せ
ら
れ
し
か
ば
、
正
月
元
日
に
出
仕
の
粧
ひ
を
刷
ひ
、
儀
式

厳
重
な
り
。
信
長
公
も
打
ち
祝
ひ
、
酒
出
し
玉
ひ
て
、
已
に
三
献
に
及
び
け
る
時
、
珍
し

き
肴
あ
り
、
今
一
献
あ
る
べ
き
と
て
、
黒
漆
の
箱
出
で
来
る
。
何
な
ら
ん
と
怪
し
み
見
る

．
だ
み

処
に
、
柴
田
修
理
亮
勝
家
が
呑
み
け
る
時
、
自
ら
蓋
を
開
け
さ
せ
玉
ふ
に
箔
に
て
濃
た
る

お
の
／
、

頸
三
あ
り
。
各
札
を
付
け
ら
れ
た
り
。
朝
倉
左
京
大
夫
義
景
、
浅
井
下
野
守
、
子
息
備
前

守
長
政
、
彼
等
三
人
が
首
な
り
け
り
。
満
座
の
人
々
此
を
見
て
、
此
の
御
肴
に
て
は
、
下

戸
も
上
戸
も
押
な
く
て
只
給
べ
よ
と
云
ふ
儘
に
、
各
歌
ひ
舞
ひ
酒
宴
暫
し
は
止
ま
ざ
り
け

り
。
信
長
公
宣
ひ
け
る
は
、
何
れ
も
数
年
苦
労
を
致
し
、
勲
功
重
畳
す
る
に
価
て
、
加
様

あ
ま
た

の
肴
を
以
て
酒
宴
に
及
ぶ
事
、
誠
に
大
慶
之
に
過
ぎ
ず
と
て
、
刀
脇
差
ど
も
数
多
取
出
さ

れ
下
し
玉
は
り
け
り
。

（
巻
第
七
元
日
酒
宴
の
事
）

②
三
月
十
一
百
に
信
長
卿
御
上
洛
あ
っ
て
、
相
国
寺
の
鹿
薗
寺
に
ぞ
お
は
し
ま
す
。
同

廿
三
日
に
南
都
東
大
寺
の
蘭
箸
待
、
御
所
望
あ
り
た
き
旨
奏
聞
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
則
ち
日

野
大
納
言
、
飛
鳥
井
大
納
言
、
勅
使
と
し
て
南
都
へ
ぞ
参
ら
れ
け
る
。
信
長
公
同
廿
七
日

お
は
し

に
奈
良
に
御
着
あ
っ
て
多
門
に
御
座
ま
す
。
翌
日
に
蘭
箸
待
切
ら
せ
ら
る
。
奉
行
に
は
佐

久
間
右
衛
門
尉
、
菅
谷
九
右
衛
門
、
職
形
郎
制
衛
門
、
蜂
屋
兵
庫
頭
、
武
井
夕
庵
、
松
井

友
閑
法
印
以
上
六
人
な
り
。
旧
法
に
任
せ
て
一
寸
八
分
切
ら
せ
ら
れ
、
三
分
に
し
て
其
の

一
分
を
召
置
か
れ
、
残
る
所
は
大
名
小
名
、
近
習
外
様
の
侍
に
至
る
ま
で
、
配
分
し
て
下

へ
。
既
に
御
土
器
そ
れ
ぞ
れ
に
給
り
。
柴
田
勝
家
頂
戴
し
て
扣
へ
し
時
、
菅
谷
』
へ
学
を
め

し
て
。
秘
蔵
の
さ
か
な
を
持
参
せ
よ
と
宣
ひ
た
る
に
。
畏
て
黒
漆
の
箱
を
台
に
居
て
出
せ

り
。
い
つ
れ
も
あ
や
し
み
て
い
か
な
る
珍
物
に
や
有
ら
ん
と
お
も
ふ
所
に
。
み
つ
か
ら
蓋

を
あ
け
給
ふ
を
み
れ
ば
箔
に
て
濃
た
る
首
三
つ
。
各
々
札
を
付
し
は
。
朝
倉
左
京
大
夫
義

景
。
浅
井
下
野
守
。
同
子
息
備
前
守
長
政
な
り
。
満
座
の
諸
士
是
を
み
て
籾
も
目
出
度
御

さ
か
な
と
。
間
の
押
の
酒
盛
と
な
っ
て
乱
舞
暮
に
及
び
填
々
の
声
お
さ
ま
り
是
。
数
年
軍

い
た
づ
が
は

功
の
労
し
き
を
な
ぐ
さ
め
の
為
と
て
。
太
刀
刀
迄
銘
ノ
、
に
給
り
て
退
出
す
。

②
三
月
上
洛
し
て
南
都
東
大
寺
の
蘭
箸
待
切
せ
給
は
ん
と
の
奏
聞
あ
っ
て
。
同
廿
三
日

日
野
大
納
言
飛
鳥
井
大
納
言
勅
使
と
し
て
奉
行
は
。
佐
久
間
右
衛
門
尉
菅
屋
九
右
ヱ
門
塙

九
郎
左
ヱ
門
蜂
屋
兵
庫
頭
武
井
夕
庵
。
松
井
友
閑
法
印
也
同
廿
七
に
奈
良
に
着
駕
あ
り
一

寸
八
分
を
切
て
三
分
に
わ
け
。
其
一
分
を
残
し
て
余
を
諸
大
名
外
様
以
下
ま
で
に
下
さ
れ
。

し
玉
は
り
け
り
。
か
く
て
帰
り
上
ら
せ
玉
ふ
に
、
四
月
三
日
に
大
坂
よ
り
勢
を
出
し
…
天

’

こ
れ
が
「
汐
汲
し
侍
の
娘
」
の
そ
の
本
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
拠
っ
た
『
信
長
譜
』
の

本
文
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
一
一
一
）

巻
五
の
一
「
汐
汲
し
は
侍
の
娘
和
歌
浦
に
有
し
事
」
は
、
信
長
に
謀
反
し
て
信
貴
城

で
滅
亡
し
た
松
永
弾
正
久
秀
の
残
党
で
今
は
野
盗
に
な
り
果
て
た
者
に
九
鬼
右
馬
之
助
嘉

隆
の
家
来
成
川
与
七
郎
が
斬
殺
さ
れ
、
与
七
郎
の
妻
娘
が
敵
討
を
す
る
話
で
あ
る
が
、
冒

頭
に
山
崎
長
者
と
信
貴
山
の
縁
起
を
叙
述
し
、
続
い
て
、
松
永
弾
正
久
秀
の
謀
反
と
滅
亡
、

雑
賀
攻
め
で
の
九
鬼
嘉
隆
の
働
き
を
『
信
長
譜
』
に
拠
っ
て
作
者
は
叙
述
す
る
。

信
長
帰
京
大
坂
門
跡
出
足
軽
遮
路
信
長
難
破
之
一
独
佐
久
間
信
盛
陣
於
天
王
寺
以
備
大
坂
：
」

レ

ニ
一
レ

ニ
一
中
上

の
傍
線
の
箇
所
に
作
者
が
拠
っ
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

一

な
お
、
本
文
中
で
傍
線
を
施
し
た
部
分
は
両
者
の
異
同
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
の
異
同
は

『
信
長
譜
』
の
、
「
廿
三
日
信
長
奏
聞
禁
裏
…
菅
屋
九
右
衛
門
塙
九
郎
左
衛
門
…
。
四
月

籾
も
天
正
四
年
九
月
松
永
弾
正
久
秀
。
天
王
寺
よ
り
此
信
貴
の
城
に
取
龍
り
た
る
を
。

信
忠
計
略
を
も
っ
て
既
に
落
城
に
究
る
時
。
弾
正
殿
守
に
入
て
悶
絶
十
方
を
う
し
な
ふ
信

忠
使
者
を
も
っ
て
若
降
参
あ
ら
ぱ
ゆ
る
す
べ
し
と
い
へ
る
に
。
弾
正
怒
て
。
た
と
へ
白
骨

に
晒
砕
る
と
も
降
参
す
べ
き
覚
悟
な
し
と
。
信
長
所
望
の
平
蜘
蛛
と
い
う
秘
蔵
の
釜
を
打

破
っ
て
。
自
殿
守
に
火
を
か
け
て
焼
死
す
。
子
息
右
衛
門
佐
久
通
も
同
し
く
死
せ
ん
と
い

ひ
し
を
。
弾
正
城
を
落
よ
と
制
し
て
退
所
を
搦
取
て
終
に
謙
せ
ら
れ
。
…
（
中
略
）
…
大

仏
殿
を
焼
払
ひ
し
悪
人
の
弾
正
が
家
来
共
。
…
（
中
略
）
…
し
か
る
に
九
鬼
右
馬
之
助
嘉

隆
は
大
船
数
十
艘
伊
勢
の
海
よ
り
漕
廻
し
熊
野
浦
に
い
た
り
雑
賀
の
賊
船
を
た
、
か
ひ
破

り
。
…
（
中
略
）
…
そ
れ
よ
り
猶
和
泉
堺
の
浦
に
舟
を
よ
せ
て
海
辺
を
し
づ
め
し
か
ば
。

信
長
褒
美
給
は
り
。

松
永
弾
正
少
弼
久
秀
目
天
王
寺
附
城
去
而
入
和
州
信
貴
城
一
・
．
（
中
略
）
…
九
月
廿
七
日

信
忠
受
宿
長
旨
将
数
万
騎
発
向
和
洲
。
．
（
中
略
）
…
信
忠
進
其
攻
棺
貴
城
女
秀
密
奥
轆
賀

一
撲
井
大
坂
門
跡
猫
以
乞
老
ロ
カ
ー
夕
久
秀
遺
使
者
於
雑
賀
大
坂
以
約
期
其
使
者
誤
道
入
佐

一
一

一
し
し
二

王
寺
在
番
の
仕
置
等
、
佐
久
間
に
仰
付
ら
れ
御
上
洛
あ
っ
て
、
五
月
廿
八
日
に
岐
阜
に
御

下
向
あ
り
け
り
。

（
巻
第
七
蘭
箸
待
裁
ら
せ
ら
る
・
事
）

一
一
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（
四
）

巻
六
の
二
「
新
軽
の
大
臣
小
栗
栖
に
有
し
事
」
は
明
智
光
秀
が
小
栗
栖
で
野
伏
の
槍

に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
た
出
来
事
を
発
端
と
し
て
生
じ
た
敵
討
話
で
あ
る
が
、
こ
の
光
秀
の

出
来
事
は
『
秀
吉
譜
』
と
『
太
閤
記
』
と
に
拠
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
新
軽
の
大
臣
」

の
該
当
す
る
本
文
は
右
の
通
り
で
あ
る
。

マ
ネ

難
鰄
羅
蕊
犀
籠
窯
識
駕
駕
篭
蕊
蕊

イ

急
筌
信
簑
蓋
壊
漁
景
実
需
死
亡
重
久
書
夏
豐
信
忠
慕
雲

日
降
則
赦
之
久
秀
日
縦
雛
潟
管
再
亦
調
信
長
而
打
卿
其
所
愛
之
釜
芳
平
蜘
蛛
是
信
長
平
生

し

欲
取
之
故
也
久
秀
液
箕
子
右
衛
門
佐
久
通
出
城
久
通
不
稚
謂
洞
死
茨
秀
怒
日
汝
不
孝
也
何

レ

ー
レ

拒
我
言
乎
久
通
乃
脱
去
於
是
久
秀
放
狄
於
殿
野
而
自
焚
死
城
陥
久
通
亦
被
執
而
死

し

し

大
権
現
謁
信
長
時
一
老
人
豫
参
信
長
謂
弐
権
現
日
是
松
永
弾
正
者
也
試
一
戦
方
俗
謂
将
軍

家
号
發
方
胤
茸
主
三
好
氏
且
協
浦
都
大
仏
殿
是
三
大
事
者
皆
古
来
人
之
所
難
為
也
松
永
独

兼
之
云
云
レ
レ

レ

九
鬼
右
馬
允
嘉
隆
受
信
長
茄
而
車
夫
船
数
十
艘
潰
伊
勢
海
転
漕
以
到
紀
州
熊
野
浦
澳
稚

賀
賊
船
職
破
芝
Ⅲ
撒
船
三
十
余
殿
以
著
凛
堺
之
浦
為
塞
次
城
往
来
之
舟
路
敢
也
…
（
中
琶

・
・
・
十
日
朔
日
召
孔
鬼
嘉
隆
撹
披
大
船
而
勤
喜
色
且
狼
蔦
隆
試
為
舟
師
之
形
勢
賜
黄
金
衣
服

一
一

酒
肴
於
嘉
隆
一

に
鎚
を
か
ま
へ
て
居
た
り
し
が
日
向
守
二
三
町
馳
て
馬
よ
り
真
倒
に
落
た
り
。
明
智
庄
兵

衛
を
ど
ろ
き
是
は
何
と
あ
そ
ば
し
た
る
と
い
へ
ぱ
。
我
最
前
野
伏
に
つ
か
れ
た
り
。
是
見

は
』
ｂ
ｈ
た

①
天
正
十
年
六
月
十
四
日
明
智
日
向
守
山
崎
の
合
戦
を
破
ら
れ
山
崎
勝
龍
寺
を
遜
出
。

よ
り
よ
つ

伏
見
小
栗
栖
を
通
る
時
。
野
伏
共
蜂
の
ご
と
く
に
集
り
。
蟻
の
ご
と
く
籍
寄
て
。
薮
の
中

て
、
秀
吉
の
照
覧
に
備
へ
し
か
ば
。
此
四
人
御
褒
美
あ
つ
く
。
そ
れ
ぞ
れ
に
禄
給
は
り
を

の
が
小
栗
栖
に
帰
る
所
に
。
ま
た
日
向
守
が
屍
を
御
尋
あ
り
て
首
と
つ
ぎ
合
せ
粟
田
口
に

礫
に
掛
ら
れ
け
る
。

③
江
州
浅
井
郡
山
本
万
五
郎
は
。
日
比
日
向
守
殿
へ
心
を
通
は
す
人
な
る
ゆ
へ
。
信
長

よ
と
手
を
も
っ
て
さ
ぐ
ら
す
れ
ぱ
。
腸
流
れ
出
た
る
息
の
下
よ
り
。
は
や
●
く
我
首
を
切
て

か
く
す
べ
し
と
い
ひ
を
は
っ
て
五
十
七
歳
に
し
て
死
す
。
庄
兵
衛
家
来
太
郎
右
ヱ
門
其
ま
、

セ
ン

御
首
を
掻
を
と
し
、
馬
轤
に
包
て
溝
の
中
に
埋
ん
と
せ
し
時
。
・
・
・

②
（
野
伏
ど
も
が
光
秀
の
首
を
持
っ
て
…
筆
者
注
記
）
其
夜
明
わ
た
る
比
三
井
寺
に
着

（
五
）

巻
七
の
一
「
茶
の
湯
の
験
動
北
野
に
有
し
事
」
は
、
こ
の
題
か
ら
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
、
秀
吉
北
野
大
茶
湯
会
の
場
に
お
い
て
の
敵
討
話
で
あ
る
。
柴
田
勝
家
が
北

の
庄
の
城
で
自
刃
の
土
壇
場
に
追
い
込
ま
れ
た
時
、
勝
家
譜
代
の
家
来
村
井
杢
雲
が
田
縄

蔵
人
に
殺
害
さ
れ
、
杢
雲
の
子
息
雲
八
が
、
勝
家
自
刃
の
後
、
蔵
人
を
北
野
大
茶
湯
会
の

場
で
討
っ
て
、
勝
家
の
死
出
の
供
に
急
い
だ
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
の
話
は
先
ず
秀
吉
の
素
性
を
『
秀
吉
譜
』
に
拠
っ
て
叙
述
し
、
引
き
続
い
て
、
北
野

大
茶
湯
会
の
有
様
を
『
秀
吉
譜
』
と
『
太
閤
記
』
巻
七
「
北
野
大
茶
湯
之
事
」
に
拠
っ
て

右
で
、
「
新
軽
の
大
臣
」
の
本
文
の
傍
線
部
分
は
『
太
閤
記
』
巻
三
「
惟
任
坂
本
を
心

ざ
し
勝
龍
寺
よ
り
落
行
事
」
の

光
秀
は
勝
兵
衛
が
手
を
取
て
引
き
よ
せ
、
腸
の
出
し
を
さ
ぐ
ら
せ
、

日
向
守
首
を
村
井
春
長
軒
が
郎
等
見
知
て
、
秀
吉
へ
持
参
し
、
鯵
し
き
引
出
物
賜
て
け
り
。

の
記
述
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。

①
光
秀
既
入
勝
龍
寺
．
．
（
中
堕
…
夜
参
半
光
秀
潜
出
補
龍
寺
逃
千
伏
見
赴
弥
栗
描
時

勤
伏
蜂
聚
蟻
同
自
讃
坤
以
鎚
突
強
傷
光
秀
右
脇
光
秀
急
馳
而
逃
行
三
町
許
落
馬
従
僕
驚
騒

光
秀
日
涛
吾
為
勘
伏
所
暢
故
今
如
此
早
斬
我
首
可
深
蔵
之
即
死
従
僕
取
其
首
似
馬
撚
暴
乏

レ
セ
ン

レ
二
一
二
一
レ

蔵
之
於
溝
坤
狸
屍
於
道
猫
而
離
散

一
一

②
十
四
日
秀
吉
型
一
弄
寺
小
栗
栖
里
人
持
洸
秀
首
来
秀
吉
悦
以
杖
打
其
首
日
試
君
之
天

レ
二
一
し

罰
早
来
…
（
中
略
）
…
秀
吉
求
光
秀
屍
而
競
芝
撫
子
粟
田
貝

③
秀
吉
乗
舟
赴
畏
拱
秀
吉
之
旧
領
也
江
州
浅
井
郡
山
本
有
安
土
万
五
郎
者
通
志
子
光
秀

一
一

当
光
秀
撒
棺
艮
也
乃
皐
其
兵
攻
取
浜
城
而
拠
芝
光
秀
已
死
万
五
郎
艤
舟
於
塩
津
海
津
而
欲

二
一
し

逃
子
敦
賀
里
人
追
而
斬
之
献
秀
吉

二
レ
ニ
。

そ
し
て
、
右
の
本
文
が
拠
っ
た
『
秀
吉
譜
』
の
文
章
は
以
下
の
通
り
に
あ
る
。

を
討
奉
り
し
後
は
。
浜
の
城
に
お
は
し
ま
龍
ぞ
。
．
．
．
（
中
略
）
・
・
・
は
や
城
に
は
軍
兵
入
み

だ
れ
し
か
ぱ
。
い
そ
ぎ
敦
賀
に
か
く
れ
ん
と
。
み
な
み
な
舟
に
取
の
り
。
塩
津
海
津
を
経

て
遡
る
を
所
の
野
伏
ど
も
追
か
け
万
五
郎
も
市
太
郎
も
共
に
討
取
ら
れ
て
湖
水
の
泡
と
消

し
よ
・
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叙
述
す
る
。
（
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
両
者
の
本
文
を
引
い
て
対
照
さ
せ
る
の
は
か
な
り
の

紙
幅
を
要
す
る
た
め
に
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
）
。
そ
し
て
、
秀
吉
の
北
の
庄
攻
め
と
勝

家
の
自
刃
と
を
『
秀
吉
譜
』
の
記
述
に
基
づ
い
て
叙
述
す
る
。
そ
れ
を
次
に
示
す
と
、
先

ず
「
茶
湯
の
騒
動
」
の
本
文
は

そ
し
て
巻
七
の
二
「
袴
の
腰
ぬ
け
沙
汰
駿
州
に
有
し
事
」
は
、
加
藤
清
正
の
家
来
石

倉
清
六
が
傍
輩
の
石
田
小
兵
衛
、
松
沢
三
四
郎
に
遺
恨
の
た
め
編
し
討
ち
に
あ
い
、
弟
清

八
が
小
兵
衛
を
草
薙
宮
で
仇
を
討
つ
（
三
四
郎
は
逃
亡
中
に
死
ぬ
）
と
い
う
話
で
あ
る
が
、

こ
の
敵
討
の
発
端
の
時
期
が
清
正
が
肥
後
を
賜
っ
た
時
、
そ
し
て
、
草
薙
宮
で
の
敵
討
が

秀
吉
が
小
田
原
攻
め
に
駿
府
に
到
着
し
た
時
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
時
期
の

叙
述
が
『
秀
吉
譜
』
に
拠
る
。

と
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
右
の
「
茶
湯
の
騒
動
」
②
の
本
文
に
続
く
勝
家
自
刃
の
有

か
い
し
や
く

様
の
叙
述
中
に
、
勝
家
が
雲
八
に
対
し
て
「
は
や
く
介
惜
し
て
首
を
火
中
に
な
げ
よ
」
と

あ
る
が
、
こ
れ
に
類
似
の
記
述
が
『
天
正
記
』
の
「
柴
田
合
戦
記
」
に
「
文
荷
を
呼
び
て

首
を
打
て
、
と
請
ふ
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
『
天
正
記
』
に
拠
っ
た
の
か
否
か
は
こ
の
一
箇

所
の
み
し
か
『
武
道
一
覧
』
に
見
出
だ
せ
な
い
た
め
、
結
論
を
下
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

①
然
に
過
し
比
秀
吉
公
。
北
の
庄
御
攻
の
時
。
勝
家
が
養
子
。
柴
田
権
六
盛
政
等
め
し

執
る
、
と
聞
て
。
は
や
城
中
気
を
と
ろ
へ
勢
ひ
つ
き
て
。

②
勝
家
も
近
習
の
者
に
盃
を
給
は
り
。
我
運
命
こ
、
に
究
り
。
彼
藤
吉
猿
面
が
為
に
明

日
黄
泉
の
客
と
な
ら
ん
。
今
生
の
思
ひ
出
只
今
夜
一
盃
の
酒
に
あ
り
と
。

で
あ
り
、

①
秀
吉
進
軍
到
北
犀
．
．
（
中
略
）
：
．
直
進
囲
北
庄
城
而
焼
迄
：
城
兵
防
之
…
然
城
中
気

し

衰
勢
喝
…
盛
政
及
勝
家
之
養
子
柴
田
権
六
為
秀
吉
兵
所
執
…
北
庄
城
中
聞
権
六
盛
政
被
執

一
一

而
愈
失
勢
力
二
一
レ

ニ
一
一
し

②
勝
家
聚
溌
従
而
大
宴
指
栖
盃
一
日
我
為
被
藤
吉
猿
面
郎
一
期
散
北
…
（
中
略
）
…
我
明
日

欲
為
黄
泉
之
客
故
今
飲
酒
以
終
人
間
之
事

レ
ニ

ー
レ
ニ

こ
れ
が
拠
っ
た
『
秀
吉
譜
』
の
本
文
は
、

（
一
ハ
）

（
七
）

最
後
の
巻
で
あ
る
券
八
の
二
つ
の
話
、
「
葛
篭
は
恋
の
片
荷
相
州
に
有
し
事
」
は
『
太

閤
記
』
に
、
「
艶
書
の
網
引
博
多
に
有
し
事
」
は
『
太
閤
記
』
と
『
秀
吉
譜
』
と
に
拠
っ
て
い
る
。

「
葛
篭
は
恋
の
片
荷
」
は
、
秀
吉
の
小
田
原
城
攻
め
の
際
に
、
北
条
氏
政
、
氏
直
父
子

に
謀
反
を
企
て
た
松
田
尾
張
守
三
男
左
馬
之
介
の
衆
道
の
上
の
敵
討
の
話
で
、
左
馬
之
介

の
念
者
古
森
斧
右
ヱ
門
が
左
馬
之
介
に
横
恋
慕
す
る
外
峰
弥
三
右
ヱ
門
に
殺
害
さ
れ
、
左

馬
之
介
が
弥
三
右
ヱ
門
を
討
っ
て
仇
を
晴
ら
す
と
い
う
話
で
あ
る
。
作
者
は
先
ず
氏
政
ま

で
の
北
条
氏
の
由
来
を
物
語
り
、
氏
政
の
左
馬
之
介
へ
の
寵
愛
ぶ
り
に
話
を
進
め
る
。
そ

の
叙
述
は
『
太
閤
記
』
巻
第
十
二
「
相
模
国
小
田
原
氏
政
家
伝
之
事
」
と
「
松
田
尾
張
守

謀
反
之
事
」
の
記
述
に
拠
っ
て
い
る
。

①
比
し
も
天
正
十
六
年
加
藤
清
正
に
肥
後
を
給
り
。

②
其
後
天
正
十
八
年
三
月
秀
吉
北
条
攻
と
て
勢
揃
あ
り
し
に
。
五
畿
南
海
山
陰
山
陽
近

江
北
陸
伊
賀
美
濃
の
兵
共
二
万
余
騎
。
参
州
駿
州
。
甲
斐
。
信
濃
よ
り
二
万
五
千
騎
。
信

雄
い
せ
尾
張
の
兵
を
率
て
壱
万
五
千
騎
。
秀
吉
京
を
出
給
ふ
。
馬
物
の
具
の
美
な
る
事
奈

良
和
泉
堺
大
坂
の
諸
人
等
皆
ノ
、
来
っ
て
見
物
す
。
そ
れ
よ
り
駿
府
に
至
り
給
ひ
。
み
づ

か
ら
里
人
を
呼
給
ひ
て
草
薙
の
宮
は
何
の
所
に
有
と
問
給
へ
ぱ
。
是
よ
り
五
十
町
計
と
教

へ
１
）
◎

二
万
許
且
大
権
現
率
三
河
遠
江
駿
河
甲
斐
信
濃
兵
二
万
五
千
信
雄
率
伊
勢
尾
張
兵
一
万
五

千
相
共
到
相
州
秀
吉
出
京
軍
粧
尤
美
京
師
及
奈
良
泉
堺
大
坂
士
人
威
来
聚
観
秀
吉
到
駿
河

レ

府
呼
里
人
問
草
薙
宮
在
何
虚
里
人
白
日
去
此
五
十
町
計

し

「
葛
篭
は
恋
の
片
荷
」
の
本
文

①
昔
日
相
州
小
田
原
の
城
主
は
。
平
相
国
清
盛
の
八
男
。
資
盛
卿
の
末
葉
。
伊
勢
新
九

郎
は
。
最
前
備
中
の
国
本
知
三
百
貫
を
ま
だ
る
く
思
ひ
。
所
縁
の
者
に
譲
あ
た
へ
て
。
康

正
三
年
の
春
関
東
に
お
も
む
き
。
駿
府
今
川
に
つ
か
へ
て
度
々
武
勇
の
功
累
り
し
か
ば
長

録
二
年
豆
州
藤
山
の
城
主
と
な
っ
て
制
法
に
私
な
く
。
士
卒
籏
下
に
摩
事
草
に
風
を
加

ふ
る
が
ご
と
し
。
佳
運
此
時
に
つ
よ
く
勢
は
飛
龍
天
に
あ
っ
て
羽
翼
猛
く
ふ
る
ま
ひ
。
関

①
同
十
六
年
…
（
中
略
）
…
賜
肥
後
子
加
藤
主
計
頭
清
正

②
同
十
八
年
…
（
中
略
）
：
．
三
月
五
畿
南
海
山
陰
山
陽
北
陸
及
近
江
美
濃
伊
賀
兵
二
十
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『
武
道
一
覧
』
の
最
後
の
話
「
艶
書
の
網
引
」
は
、
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
の
命
令
に
従
っ

て
出
陣
し
た
龍
造
寺
の
家
臣
瀬
川
采
女
正
へ
送
っ
た
妻
菊
の
夫
へ
の
恋
慕
の
情
を
綴
っ
た

手
紙
が
博
多
浦
に
漂
着
し
、
そ
れ
が
漁
師
の
手
か
ら
秀
吉
の
許
へ
と
達
し
て
、
憐
れ
ん
だ

秀
吉
が
采
女
正
を
帰
朝
さ
せ
た
、
と
い
う
『
太
閤
記
』
巻
十
四
「
秀
吉
公
憐
於
夫
婦
之
間

事
」
と
『
秀
吉
譜
』
に
記
載
の
逸
話
を
使
っ
て
い
る
。
作
者
は
こ
の
両
書
の
右
の
逸
話
の

記
述
を
こ
も
ご
も
読
み
な
が
ら
こ
の
話
を
書
き
進
め
た
痕
跡
を
そ
の
叙
述
の
上
に
認
め
る

八
州
を
掌
に
撮
ひ
し
ぎ
。
終
に
七
十
歳
の
星
霜
ふ
り
饗
髭
の
白
き
を
剃
こ
ぼ
し
。
新
九
郎

を
改
め
て
北
条
宗
雲
と
号
す
。
そ
れ
よ
り
五
代
今
氏
政
に
至
る
ま
で
そ
の
権
柄
に
跨
り
。

②
松
田
尾
張
守
が
三
男
。
左
馬
之
介
姿
の
花
ざ
か
り
に
寵
愛
の
春
ふ
か
く
・
昼
夜
御
傍

を
は
な
れ
ず
。
剰
へ
丸
之
内
に
別
殿
を
し
つ
ら
ひ
。
一
円
自
分
の
屋
敷
に
も
帰
ら
ず
。

『
太
閤
記
』
の
本
文

①
抑
、
北
条
左
卿
大
夫
氏
政
が
由
来
を
委
尋
ぬ
る
に
、
平
相
国
之
八
男
助
盛
の
末
畜
伊

勢
新
九
郎
と
云
し
人
、
是
其
元
祖
也
。
於
備
中
国
本
知
三
百
貫
之
領
主
に
て
有
し
が
、
立

一
一
一

身
之
励
尺
穏
推
観
侍
れ
共
、
事
之
行
べ
き
道
も
な
し
。
…
（
中
略
）
…
二
言
貫
之
地
を
同

姓
の
富
家
に
売
授
け
、
路
次
の
あ
し
な
ど
を
求
め
：
．
（
中
略
）
：
・
康
正
三
年
之
春
関
東
を

さ
し
て
、
武
者
修
行
に
出
け
る
が
、
…
（
中
略
）
…
其
比
駿
河
国
之
大
守
今
川
殿
と
て
般

富
な
る
人
有
。
新
九
郎
駿
府
に
逗
留
し
、
…
（
中
略
）
…
此
大
守
に
事
へ
み
ん
と
思
ひ
、

近
習
に
便
り
臣
た
ら
ん
事
を
望
し
か
ば
、
即
相
調
屋
従
之
臣
と
成
に
け
り
。
…
（
中
略
）

．
・
・
漸
武
勇
之
功
も
出
き
し
か
ば
、
長
録
二
年
十
月
、
伊
豆
国
韮
山
之
城
主
と
な
し
て
け
り
。

…
（
中
略
）
…
毎
物
の
制
法
等
無
私
心
さ
た
し
侍
り
け
れ
ば
、
民
も
親
し
み
士
卒
も
四
体

一
一
一

の
相
随
ふ
が
如
し
。
…
（
中
略
）
・
・
・
飛
龍
在
天
が
如
く
、
佳
運
成
じ
き
て
、
今
此
氏
直
ま

し

で
は
五
代
な
り
。
新
九
郎
万
幸
心
の
ま
、
な
る
に
因
て
、
才
勇
兼
備
り
し
士
を
撰
挙
し
か

ぱ
、
羽
翼
成
る
。
七
十
に
し
て
か
み
お
ろ
し
し
侍
り
て
、
早
雲
と
申
せ
し
が
、
…
（
中
略
）

．
・
・
氏
政
其
子
氏
直
如
此
連
続
し
、
五
代
に
し
て
亡
た
り
。
氏
政
近
年
数
国
を
押
領
し
振
猛

レ

一
一

威
不
恐
朝
恩
、
不
重
武
命
、
曽
て
諸
侯
の
勤
な
か
り
し
か
ば
、

一
レ
ニ
一
し
二
一

（
「
相
模
国
小
田
原
氏
政
家
伝
之
事
」
）

②
此
尾
張
守
：
．
（
中
略
）
…
二
男
松
田
左
馬
助
は
忠
義
之
志
篤
く
…
（
中
略
）
…
容
顔

美
麗
世
に
勝
心
も
優
に
艶
し
か
り
し
か
ぱ
、
氏
直
そ
ぱ
ち
か
う
愛
し
侍
り
き
。
然
間
、
今

た
ま
ｆ
、

以
本
丸
に
在
て
、
父
之
方
へ
は
偶
也
。
（
「
松
田
尾
張
守
謀
反
之
事
」
）

こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
作
者
が
、
挿
絵
一
丁
分
を
除
い
た
全
本
文
三
丁
半

の
う
ち
、
こ
の
逸
話
の
叙
述
に
二
丁
半
の
紙
幅
を
費
や
し
、
残
り
僅
か
一
丁
を
こ
の
浦
の

名
主
を
殺
害
し
た
漁
師
た
ち
を
名
主
の
惣
領
に
助
太
刀
し
て
采
女
正
が
討
つ
と
い
う
敵
討

話
に
充
て
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
作
者
が
力
を
注
い
だ
の
は
こ
の
逸
話
の
部

分
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

『
秀
吉
譜
』
か
ら
作
者
が
使
っ
た
部
分
の
記
述
を
こ
れ
に
該
当
す
る
「
艶
書
の
網
引
」

の
本
文
と
共
に
次
に
掲
げ
る
。

た
だ
し
、
右
の
傍
線
を
施
し
た
部
分
は
『
太
閤
記
』
の
「
然
ぱ
龍
造
寺
か
た
へ
、
此
瀬

川
采
女
正
を
帰
朝
せ
さ
せ
よ
と
御
内
書
有
し
か
ば
」
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
作

者
は
、
右
に
掲
げ
た
本
文
の
後
に
、
菊
の
漂
着
し
た
文
箱
を
拾
い
上
げ
た
漁
師
た
ち
の
口

を
借
り
て
、

の
叙
述
が
続
く
が
、
こ
れ
は
『
秀
吉
譜
』
に
「
秀
吉
…
（
中
略
）
…
呼
其
夫
婦
而
逢
之
恩

二
一
し

賜
有
数
」
と
あ
り
、
『
太
閤
記
』
に
「
夫
婦
と
も
に
め
し
出
さ
れ
、
引
出
物
し
給
う
て
、

し

帰
し
つ
か
は
さ
れ
け
り
。
」
と
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
の
記
述
に
拠
っ
た
か
を
決
め
る
証
拠
は

得
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
両
書
の
記
述
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
紛
れ
の
な

い
事
実
で
あ
る
。

次
に
『
太
閤
記
』
の
采
女
正
と
菊
の
逸
話
の
記
述
を
作
者
が
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る

か
の
問
題
だ
が
、
典
拠
の
記
述
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
引
用
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
認
め
ら

れ
た
使
い
方
を
作
者
は
こ
の
場
合
に
限
っ
て
行
っ
て
は
い
な
い
こ
と
が
、
両
書
の
当
該
の

次
に
提
示
す
る
文
章
の
対
照
か
ら
判
明
す
る
は
ず
で
あ
る
。

を
呼
返
し
給
へ
ぱ
、
肥
前
の
浦
に
着
て
あ
が
れ
ば
。
菊
大
き
に
よ
ろ
こ
び
。
つ
き
ぬ
思
ひ

を
か
た
り
。
そ
の
御
礼
の
た
め
と
て
夫
婦
つ
れ
だ
ち
筑
前
名
古
屋
に
お
も
む
き
し
。

こ
ま
よ
び
く
は
ん
ろ
く

瀬
川
と
い
ひ
し
人
。
高
麗
よ
り
呼
か
へ
さ
れ
大
分
の
官
録
給
は
り
し
と
聞
。

秀
吉
憐
其
志
即
遣
人
於
龍
造
寿
日
速
何
便
采
女
正
帰
朝
於
是
采
女
正
帰
肥
前
菊
女
大
悦

即
奥
采
女
正
弘
〈
赴
洛
護
屋
謝
拝
秀
吉
情
意
之
辱
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
旧
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｒ
ｌ
ト
ー

一
一
一
一
一

秀
吉
此
女
の
心
根
不
便
に
お
ぽ
し
め
す
よ
り

ひ
と
り

む
か
し
嶋
津
の
家
老
。
小
野
摂
津
守
と
い
ふ
人
に
一
の
娘
あ
り
。
形
の
す
ぐ
れ
て
露
の

卿
書
を
魂
造
寺
に
つ
か
は
さ
れ
て
。

瀬
川
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菊
女
の
美
し
さ
、
采
女
正
の
彼
女
へ
の
恋
心
、
采
女
正
朝
鮮
渡
海
後
の
彼
へ
の
菊
女
の

耽
恋
の
心
情
な
ど
の
過
剰
な
ま
で
に
修
辞
を
連
ね
た
措
辞
は
作
者
の
手
に
な
る
も
の
で
あ

「
艶
書
の
網
引
」
の
こ
の
修
辞
に
満
ち
た
文
章
は
依
拠
し
た
『
太
閤
記
』
の
文
章
や

『
秀
吉
譜
』
の
当
該
の
文
章
に
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

も
ろ
こ
し
ぴ
じ
よ

玉
の
べ
た
る
や
う
に
名
も
か
う
ぱ
し
き
菊
と
い
へ
り
唐
に
聞
し
美
女
。
我
朝
に
た
つ
う
き

な
め
つ
ぼ
み
ゑ
だ
い
く
ら

名
女
に
も
お
と
る
ま
じ
き
姿
の
萎
・
開
く
雨
の
待
て
枝
み
ん
と
せ
し
人
幾
等
の
お
も
ひ
を

り
う
ざ
う
じ

か
さ
ね
て
限
し
ら
れ
ず
。
し
の
ぶ
の
里
の
し
の
ば
ぬ
は
な
か
り
き
。
こ
、
に
龍
造
寺
の
家

む
す
め

老
瀬
川
采
女
正
と
聞
へ
し
人
。
此
娘
に
恋
わ
た
り
や
る
瀬
川
の
な
く
て
有
け
る
に
。
す
く

み
く
づ

せ
の
ゆ
か
り
に
か
夫
婦
の
取
む
つ
ぴ
な
り
て
。
我
の
み
ふ
か
き
水
屑
。
其
と
し
な
み
の
よ

て
う
せ
ん

ど
み
な
く
も
龍
造
寺
朝
鮮
へ
渡
て
た
、
か
ひ
給
ふ
に
。
采
女
も
同
じ
く
わ
た
り
し
跡
は
。

ひ
と
り
ね

独
寝
が
ち
に
ま
ど
ろ
み
や
ら
ず
。
其
人
の
お
も
か
げ
ば
か
り
見
え
て
。
わ
す
ら
れ
ず
。
恋

て
う
せ
ん
と
か
い

沈
み
。
ひ
れ
ふ
る
山
に
残
る
姫
の
有
さ
ま
に
た
が
は
ぬ
な
げ
き
し
が
。
折
ふ
し
朝
鮮
渡
海

の
舟
の
便
を
よ
ろ
こ
び
。
か
ず
の
お
も
ひ
を
書
つ
ぎ
り
、
文
箱
し
た
ゞ
め
念
比
に
頼
て
采

み
じ
ん

女
が
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る
に
。
此
舟
ち
く
ら
沖
な
る
所
に
て
風
か
は
り
微
塵
に
な
っ
て
。

行
衛
は
し
ら
浪
に
た
ぎ
よ
ひ
て
此
文
博
多
の
浦
に
打
よ
せ
ら
れ
し
を
網
引
賤
男
ひ
ろ
ひ
あ

茎
写
へ

げ
。
是
は
い
か
な
る
物
と
浦
の
名
主
が
所
に
持
来
り
け
る
に
。
か
す
か
に
消
残
り
て
文
字

も
見
え
わ
か
ず
。
た
や
す
く
明
て
見
る
べ
き
に
あ
ら
ず
と
。
…

小
野
摂
津
守
者
島
津
家
臣
也
須
一
女
日
菊
嫁
千
龍
造
寺
従
臣
瀬
川
采
女
正
一
々
々
々
亦
渡

稔
子
朝
鮮
蔚
女
報
爾
子
孤
閤
一
日
一
時
無
添
贈
恋
采
女
正
一
嘗
記
其
斯
偲
納
干
小
災
叔
柵
便

而
遥
寄
之
逆
風
忽
蝋
其
船
一
小
焚
摂
千
博
多
浦
漁
人
取
而
見
之
持
以
呈
更
務

し

し

薩
州
嶋
津
内
、
小
野
摂
津
守
、
ゆ
う
に
や
さ
し
か
り
し
息
女
を
持
侍
り
し
が
、
肥
前
龍

う
ね
め
の
か
み
か
う
ら
い

造
寺
が
臣
瀬
川
采
女
正
に
嫁
す
。
采
女
正
高
麗
在
陣
之
折
ふ
し
彼
妻
あ
こ
が
れ
し
思
ひ
の

い
さ
か
し
る
つ
け

ほ
ど
を
、
靭
物
に
記
し
付
侍
り
し
を
、
便
の
船
に
こ
と
づ
て
を
く
り
け
り
。
折
ふ
し
難
風
、

ほ

お
ぴ
た
翻
遥
し
う
吹
来
て
、
船
破
損
し
、
荷
物
博
多
の
浦
へ
寄
来
る
を
漁
父
拾
ひ
上
待
り
し

が
、
其
中
に
渋
染
や
う
の
紙
に
て
、
能
つ
、
み
た
る
物
あ
り
。
開
て
見
れ
ば
、
文
箱
と
お

ぽ
し
き
物
侍
り
し
を
、
ほ
ど
鼈
．
紗
鯏
ぱ
、
蒔
絵
な
ど
も
け
だ
か
く
よ
の
つ
れ
な
ら
ぬ
文
箱

り

な
り
。
い
や
し
き
者
な
ど
の
致
披
露
べ
き
物
に
あ
ら
ざ
む
め
り
と
て
、
所
の
吏
務
へ
さ
し

上
げ
ぬ
。
…

る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
叙
述
が
菊
女
の
手
紙
に
も
使
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
手
紙
の
文
意
は
生
か
し
な
が
ら
も
、
そ
の
辞
句
を
改
変
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
太
閤
記
』
は
秀
吉
の
許
に
達
し
た
菊
女
の
手
紙
の
文
章
を
逸
話
の
記
述
中
に
掲
載
す
る

と
い
う
構
成
を
取
っ
て
い
る
。
作
者
は
こ
の
構
成
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
菊
女
の
手
紙
を

や
は
り
掲
載
す
る
が
、
そ
の
手
紙
の
文
章
の
辞
句
は
依
拠
し
た
そ
の
辞
句
か
ら
離
れ
て
新

た
に
創
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
は
『
秀
吉
譜
』
と
『
太
閤
記
』
か
ら

采
女
正
と
菊
女
の
逸
話
を
採
り
、
『
太
閤
記
』
か
ら
こ
の
逸
話
の
構
成
の
あ
り
か
た
を
採

る
と
と
も
に
、
そ
の
措
辞
に
お
い
て
は
、
こ
の
話
の
場
合
に
限
っ
て
、
依
拠
の
文
章
の
そ

れ
に
従
う
こ
と
を
せ
ず
に
、
表
現
の
独
自
性
を
主
張
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

注

（
１
）
拙
稿
「
『
武
道
一
覧
』
の
虚
と
実
ｌ
『
甲
陽
軍
鑑
』
を
典
拠
と
す
る
四
話
ｌ
」

（
「
研
究
紀
要
」
第
二
十
四
号
・
平
成
元
年
二
月
、
秋
田
工
業
高
等
専

門
学
校
）

（
２
）
堀
勇
雄
著
『
林
羅
山
』
（
人
物
叢
書
、
吉
川
弘
文
館
刊
）
第
八
修
史
三
二
○
頁
参

照
。

な
お
、
『
武
道
一
覧
』
、
『
将
軍
家
譜
』
の
う
ち
の
『
織
田
信
長
譜
』
と
『
豊
臣
秀

吉
譜
』
、
及
び
『
信
長
記
』
、
『
太
閤
記
』
の
本
文
は
各
々
次
に
掲
げ
る
諸
本
と
板
本
に

拠
っ
た
。

『
武
道
一
覧
』
ｌ
近
世
文
藝
資
料
「
北
条
団
水
集
」
草
子
篇
第
一
巻
所
収
、
古
典
文
庫

刊
。

『
信
長
記
』
ｌ
古
典
文
庫
『
信
長
記
』
上
・
下
、
現
代
思
潮
社
刊
。

『
太
閤
記
』
ｌ
岩
波
文
庫
『
太
閤
記
』
上
・
下

『
織
田
信
長
譜
』
ｌ
明
暦
四
年
荒
川
四
郎
左
衛
門
板
行
（
秋
田
県
立
図
書
館
所
蔵
）
・

『
豊
臣
秀
吉
譜
』
ｌ
明
暦
四
年
荒
川
四
郎
左
衛
門
板
行
（
東
北
大
学
付
属
図
書
館
、
狩

野
文
庫
所
蔵
）
。

（
平
成
元
年
十
月
二
十
日
成
稿
）




